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高石市教育委員会定例会会議録

（令和３年９月定例会）

開会及び閉会の年月日時

会議に出席した者の職及び氏名

議題及び議事の要旨及び議決事項

・議案第 1 号 高石市教育委員会表彰について

開 会 令和３年９月１日 午後３時００分

閉 会 令和３年９月１日 午後３時２５分

委 員 教 育 長 ： 木 嵜 茂 巳

委 員 ： 西 中 隆

委 員 ： 佐 野 慶 子

委 員 ： 西 村 陽 子

委 員 ： 吉 村 文 一

事務局職員 教 育 部 長 ： 石 坂 秀 樹

教育部こども未来室長 ： 神志那 隆

教育部次長兼

社会教育課長兼公民館長 ： 佐 藤 信 雄

教育部次長兼

学 校 教 育 課 長 ： 松 田 訓 一

教 育 総 務 課 長 ： 西 川 浩 二

教育総務課長代理 ： 前 川 恭 徳

社会教育課長代理

兼青少年対策班長

兼たかいし市民文化会館長 ： 道 井 里 沙

学 校 教 育 課 参 事 ： 山 﨑 陽 子

学校教育課長代理 ： 杉 原 敦 史

学校教育課

教育研究センター所長 ： 阪 口 敏 基

こ ど も 家 庭 課 長 ： 家 村 美 雪

教 育 総 務 課 ： 中 阪 三 明

教育総務課長 議案第１号、高石市教育委員会表彰について、教育総務課より説明

します。

本案は、高石市教育委員会表彰規則第３条第３号及び第４条第３号

の規定に基づき、先に開催されました教育委員会表彰審査会におい

て、承認された２～３ページ記載の候補者を表彰するものです。

西中委員 ２ページの７番～９番について、推薦事由が同じですが、説明をし

てください。

次長兼

社会教育課長

この３人は、市外の高校のハンドボール部に所属しており、このク

ラブが大阪大会において、優勝という成績を収めました。この推薦書

の７番から９番の方が高石市在住で今回の表彰に推薦したものです。

西中委員 この高校が仮に高石市にあれば団体表彰ということになるのです
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・報告第 1 号 教育委員会の後援等に関する報告について

・報告第２号 教育委員会関係諸行事等の報告について

か。

次長兼

社会教育課長

委員ご指摘のとおりです。

西中委員 高石市にない場合は、そのメンバーに高石市在住者がおれば団体優

勝であっても個人表彰するという規定になっているわけですか。

次長兼

社会教育課長

基本的には在住する者及び高石市に所在する団体であるかが対象と

なります。市外の団体であってもそのメンバーに市内在住者がおれば

個人で表彰することとなっております。

西中委員 今質問したのは、団体優勝であっても、市外の団体の場合は個人表

彰としてそれぞれ表彰するということですか。

次長兼

社会教育課長

委員ご指摘のとおりです。

西中委員 もう一点お伺いします。文化部門の村田さんですが、優秀賞なので

「準優勝」ではなく「優勝」ではないですか。

次長兼

社会教育課長

当該部門の大阪大会書道部門においては、最優秀賞が１名、優秀賞

が４名となっております。

村田さんは、当大会で優秀賞でしたので、「準優勝」に該当するも

のとしました。

西村委員 ６番の競技種目は、なにですか。

次長兼

社会教育課長

フィギアスケートです。

採決 可決

教育総務課長 本件は、高石市教育委員会の後援等に関する規程第２条第１項の規

定に基づき処理したものについて、同条第２項の規定により、５ペー

ジ記載の学校教育課１件、社会教育課３件の報告をするものです。

木嵜教育長 報告があったものとして処理します。

各所属長 令和３年８月 11 日から令和３年８月 31 日までの当委員会関係諸行

事について説明。

木嵜教育長 報告があったものとして処理します。


